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「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 

 

                          平成 30 年 12 月 25 日 

                          令和元年５月 10 日一部改正 

令 和 元 年 1 1 月 2 9 日一部改正 

令和２年４月１日一部改正 

令和４年８月 30 日一部改正 

令和７年４月 21 日一部改正 

 

 

法 務 省 

警 察 庁 

外 務 省 

厚生労働省 

 

 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号。以下「法」という。）第２条の

４第１項の規定に基づき、介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用

を図るため、介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針（以下

「運用方針」という。）を定めているところ、運用方針に係る運用要領を以下のとおり定

める。 

 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 

１．技能水準及び評価方法等（特定技能１号） 

（１）「介護技能評価試験」（運用方針３（１）ア関係） 

  ア 技能水準及び評価方法  

  （技能水準） 

    当該試験は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状

況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものであ

り、この試験の合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力

として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。 

  （評価方法） 

    試験言語：現地語 

実施主体：厚生労働省が選定した機関 

実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式 

 イ 試験の適正な実施を担保する方法 

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国及び国内で大規模試験の

実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正を防止する措置を講じることができる

試験実施団体を選定することで適正な実施が担保される。 

  ウ 国内試験の対象者 
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    国内で試験を実施する場合、在留資格を有する者に限り、受験資格を認める。 

（２）「介護福祉士養成施設修了」（運用方針３（１）イ関係） 

  （技能水準）  

    介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核

的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るも

のであり、介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技

能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認めら

れることから、運用方針３（１）アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有する

ものと評価する。 

  （評価方法） 

 介護福祉士養成課程は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）

第 40 条第２項第１号から第３号までに基づき、教育内容等に関する一定の指定基

準を満たす専修学校等を都道府県知事等が指定する仕組みとなっており、当該課程

の修了者であることを卒業証明書等で確認・評価する。 

（３）「ＥＰＡ介護福祉士候補者としての在留期間満了（４年間）」（運用方針３（１）    

イ関係） 

  （技能水準）                         
    ＥＰＡ介護福祉士候補者としての研修は、厚生労働省の定める受入れの実施に関

する指針（厚生労働省告示）に基づき、介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体

制が整備されている等の要件を満たした介護施設等において、研修を統括する研修

責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習や日本語学習の支援等を行う研

修支援者が配置された上で、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な内容の研

修を実施するための介護研修計画が作成され、これに基づき受け入れること等が求

められるものであり、当該施設において４年間にわたりＥＰＡ介護福祉士候補者と

して就労・研修に適切に従事した者は、介護分野において、一定の専門性・技能を

用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められる

ことから、運用方針３（１）アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するもの

と評価する。 

  （評価方法） 

    直近の介護福祉士国家試験結果通知書等により、確認・評価する。 
 

２．日本語能力水準及び評価方法等（特定技能１号） 

（１）「国際交流基金日本語基礎テスト」（運用方針３（２）ア関係） 

  ア 日本語能力水準及び評価方法 

 （日本語能力水準） 

 当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定する

ために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者につい

ては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認め

られることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。 

 （評価方法） 
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   実施主体：独立行政法人国際交流基金 

 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式 

  イ 試験の適正な実施を担保する方法 

    同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績

があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験

実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。 

（２）「日本語能力試験（Ｎ４以上）」（運用方針３（２）ア関係） 

  ア 日本語能力水準及び評価方法 

  （日本語能力水準） 

   当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」

と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度

の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能

力水準を有するものと評価する。 

 （評価方法） 

   実施主体：独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 

 実施方法：マークシート方式 

 イ 試験の適正な実施を担保する方法 

同試験は 30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各

国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試

験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当

日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられて

いる。 

（３）「介護日本語評価試験」（運用方針３（２）ア関係） 

  ア 日本語能力水準及び評価方法 

（日本語能力水準） 

上記（１）又は（２）の試験により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がな

い程度の日本語能力を有することを確認の上、「介護日本語評価試験」を通じ、介

護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認する。 

  （評価方法） 

    実施主体：厚生労働省が選定した機関 

 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式 

  イ 試験の適正な実施を担保する方法 

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国及び国内で大規模試験の

実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることがで

きる試験実施団体を選定することで適正な実施が担保される。 

ウ 国内試験の対象者 

 国内で試験を実施する場合、在留資格を有する者に限り、受験資格を認める。 

（４）「介護福祉士養成施設修了」（運用方針３（２）イ関係）  

  （日本語能力水準） 

介護福祉士養成施設については、留学に当たり、日本語教育機関で６か月以上の
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日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、入学後の２年以上の養成課

程において 450 時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められること等から、

当該介護福祉士養成施設を修了した者は、運用方針３（２）アに掲げる試験の合格

と同等以上の水準を有するものとし、上記（１）又は（２）及び（３）の試験を免

除する。 

  （評価方法） 

介護福祉士養成課程は、社会福祉士及び介護福祉士法第 40 条第２項第１号から

第３号までに基づき、教育内容等に関する一定の指定基準を満たす専修学校等を都

道府県知事等が指定する仕組みとなっており、当該養成課程の修了者であることを

卒業証明書等で確認・評価する。 

（５）「ＥＰＡ介護福祉士候補者としての在留期間満了（４年間）」（運用方針３（２） 

イ関係） 

  （日本語能力水準） 

ＥＰＡ介護福祉士候補者は入国・就労に当たり一定の日本語能力を備えている 

こと及び訪日後日本語研修等の修了が求められること等に加え、ＥＰＡ介護福祉

士候補者としての研修は、厚生労働省の定める受入れの実施に関する指針（厚生労

働省告示）に基づき、介護福祉士養成施設と同等の体制が整備されている等の要件

を満たした介護施設等において、研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識

及び技術に関する学習や日本語学習の支援等を行う研修支援者が配置された上

で、日本語で実施される介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な内容の研修

を実施するための介護研修計画が作成され、これに基づき受け入れること等が求

められるものであり、当該施設において４年間にわたりＥＰＡ介護福祉士候補者

として就労・研修に適切に従事した者は、運用方針３（２）アに掲げる試験の合格

と同等以上の水準を有するものと認められることから、上記（１）又は（２）及び

（３）の試験を免除する。 

  （評価方法） 

直近の介護福祉士国家試験結果通知書等により、確認・評価する。 

  

第２ 法第７条の２第３項及び第４項（これらの規定を同条第５項において準用する場合

を含む。）の規定による同条第１項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措

置又は交付の再開の措置に関する事項 

 

１．介護分野をめぐる人手不足状況の変化の把握方法 

  厚生労働大臣は、以下の指標をもって人手不足状況の変化を的確に把握する。 

（１）介護分野の１号特定技能外国人在留者数（定期的に法務省から厚生労働省に提供） 

（２）有効求人倍率 

（３）介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数と実績値との対比等 

 

２．人手不足状況の変化等を踏まえて講じる措置 

（１）厚生労働大臣は、上記１に掲げた指標の動向や受入れ見込数とのかい離、就業構造
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や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと認める場合には、そ

れらの状況について的確に把握・分析を加えた上で、変化に応じた人材確保の必要性

を再検討し、状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行う。 

   また、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、一時的

な在留資格認定証明書の交付の停止の措置を求める。 

（２）上記（１）で一時的な在留資格認定証明書の交付の停止の措置を講じた場合におい

て、当該受入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、厚生労

働大臣は、在留資格認定証明書の交付の再開の措置を講じることを発議する。 

 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

 

１．１号特定技能外国人が従事する業務 

  介護分野において受け入れる１号特定技能外国人が従事する業務は、上記第１の試験

合格等により確認された技能を要する身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴、

食事、排せつの介助等）の業務をいう。 

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務（例：お知

らせ等の掲示物の管理、物品の補充等）に付随的に従事することは差し支えない。 

また、１号特定技能外国人の就業が認められる施設・事業は、技能実習同様、「介護」

業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要

件において「介護」の実務経験として認められるもののうち、厚生労働省が別途定める

ものとする。 

 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）「介護職種・介護作業」の第２号技能実習を良好に修了した者については、当該技

能実習で修得した技能が、１号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、介護

業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら

一定程度実践できるレベルとされる点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められ

ることから、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足

りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、加えて、介護現場で介護業務に

従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力も有すると評価し、上記第１の１の

試験等及び上記第１の２（３）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者については、

技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話がで

き、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１の２（１）

及び（２）の試験を免除する。 

 

３．特定技能所属機関等に対して特に実施を求める支援 

特定技能所属機関において、受け入れる１号特定技能外国人に対し、ＷＥＢコンテン

ツ等を活用した介護の日本語学習、介護の質の向上に向けた介護の研修受講を積極的に

促す。 
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４．特定技能所属機関に対して特に講じる措置 

（１）「介護分野における特定技能協議会」（運用方針５（２）イ、ウ及びエ関係） 

厚生労働省は、介護分野の特定技能所属機関、特定技能所属機関を構成員とする団

体その他の関係者により構成される「介護分野における特定技能協議会」（以下「協

議会」という。）を組織する。 

   協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び

外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、介

護分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定等について協議を行う。 

   また、特定技能所属機関は、協議会で協議が調った措置を講じるとともに、以下の

事項について必要な協力を行う。 

    ① 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握 

    ② 問題発生時の対応 

    ③ 法令遵守の啓発 

    ④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援 

    ⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等 

（２）厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力（運用方針５（２）

オ関係） 

   特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報

告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行う。 
（３）１号特定技能外国人を訪問介護等の業務に従事させる際の遵守事項（運用方針５

（２）カ関係） 

   特定技能所属機関は、介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 22 条

の 23 第１項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了し、実務経験等を有する１

号特定技能外国人のみを訪問介護等の業務に従事させることとし、その場合にあって

は、次に掲げる事項を遵守することとする。 

① １号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行

うこと。 

② １号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が

同行する等により必要な訓練を行うこと。 

③ １号特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に

説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること。 

④ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること。 

⑤ １号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態

が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用

を含めた必要な環境整備を行うこと。 

 

５．治安への影響を踏まえて講じる措置 

（１）治安上の問題に対する措置 

厚生労働省は、介護分野における特定技能外国人が関わる犯罪、行方不明、悪質な
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送出機関の介在その他の治安上の問題を把握した場合には、事業者、業界団体等に対

して助言・指導を行うなど、必要な措置を講じる。 

（２）治安上の問題を把握するための取組 

厚生労働省は、上記（１）の治安上の問題について、所掌事務を通じ、事業者、業

界団体等から把握するために必要な措置を講じる。 

（３）把握した情報等を制度関係機関等と共有するための取組等 

厚生労働省は、上記（１）の治安上の問題について、制度関係機関等との間で適切

に共有するため、情報共有の手続を定めるなど、必要な措置を講じる。 

また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、法第２条の３

第１項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び運用

方針を踏まえつつ、厚生労働省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行

い、運用要領の変更を含め、必要な措置を講じる。 

 


